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凍霜害に注意してください

　本年も凍霜害が心配される季節となり、3月 17 日に国見町防霜対策本部を設置しました。

　なお、凍霜害の発生しやすい気象条件は、①降雨後で肌寒い北寄りの風が吹く、②夕方になり風がやむ、③

夜になり晴れ上がり、雲がなく、星が輝き、底冷えするなどです。さらに、乾燥条件下では、気温が急激に低

下しやすいので注意が必要です。

　特に果樹、野菜とも生育ステージごとの温度管理が重要です。天気予想図や霜注意報などの気象情報、さら

に気象観測システムの情報により降霜の危険性を知ることができますので、防霜対策期間（5 月 31 日まで）は

常に気象情報などに注意を払いましょう。

【参考】気象観測システム（国見町川内、伊達市梁川町二野袋）

パソコン：http://www.923ondo.com/

携帯電話：http://www.923ondo.com/keitai/

問産業振興課農林振興係　☎ 585-2986

くにみまんなかカフェ（ほっとあんしん認知症カフェ）の開催

問国見町社会福祉協議会 ☎585-3403 　福祉課長寿介護係　☎585-2125

　くにみまんなかカフェは、認知症の人とその家族が気軽に立ち寄れる場所です。地域の方や介護・医療の専

門職なども集まり、お茶を飲みながらリラックスして自由に話せます。ぜひご参加ください。

■日時　4月 22 日水　午後 2時 30 分～（約 1時間程度）

■場所　コープふくしま国見店（イートインコーナー）

　毎週木曜日に実施している戸籍の窓口延長について、利用状況を踏まえ、利用者様の待ち時間の短縮と窓口

対応の向上を図るため、令和 8 年 4 月より「予約制による窓口延長」に変更します。皆さまのご理解とご協力

をお願いします。

■予約方法

　木曜日当日の午後 5時までに住民防災課戸籍係（☎ 585-2115) へご連絡してください。

　※お一人様、約 20 分の時間で予約をお取りします。予約がない場合は、窓口延長は行いません。

■窓口延長時間　

　午後 5時 15 分～午後 7時まで　

■窓口延長で利用できる手続き

　住民票の写しの交付、印鑑登録、印鑑登録証明書の交付、戸籍（謄本・妙本）の交付、戸籍の附票の交付、

　身分証明書の交付、戸籍届書（婚姻届・死亡届等）の受領、マイナンバーカードの交付・新規作成・更新

　※住民異動届に関するお手続きはできません。

問住民防災課戸籍係　☎ 585-2115

毎週木曜日の戸籍の窓口は 予約制 になります
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地域優良賃貸住宅（子育て世帯向け住宅）整備に関する
アンケート調査を行います

　町では、子育て世帯が安心して暮らせる住環境の充実を図るため、地域優良賃貸住宅（子育て世帯向け住宅）

の整備を検討しています。住宅のニーズや住まいに関する意向を把握し、今後の住宅施策の参考とするため、

アンケート調査を実施します。

　あらかじめ抽出した調査対象世帯へ 3 月下旬より順次アンケート用紙を郵送しますので、調査へのご協力を

お願いします。

問建設課管理係　☎ 585-2972

■調査対象世帯

　30 歳未満の若者世帯、13 歳未満のお子様がいる子育て世帯、民間アパートにお住まいの世帯（重複除く）、

その他の世帯（無作為抽出）

ごみ焼却施設建設基本計画中間答申の説明会

問伊達地方衛生処理組合　☎ 582-2051

伊達地方衛生処理組合 HP ⇒

　伊達地方衛生処理組合では、ごみ焼却施設建設基本計画検討委員会の中間答申に係る説明会を開催します。

【第 1回説明会】

■日時　　4月 9日木　午後 6時 30 分～

■場所　　伊達市保原中央交流館　3階　大会議室（伊達市保原町字宮下 111-4）

【第 2回説明会】

■日時　　4月 10 日金　午後 6時 30 分～

■場所　　桑折町屋内温水プール・多目的スタジオ「イコーゼ！」（伊達郡桑折町大字上郡字弁慶 20-1）

※第 1回、第 2回とも同じ内容の説明となります。

※ごみ焼却施設整備事業については、伊達地方衛生処理組合のホームページをご覧ください。

・不法投棄とは法律（廃棄物の処理及び清掃に関

　する法律）に反して決められた場所以外に、廃

　棄物を投棄することです。

・「少しくらいなら」と不法投棄した場合、「法律

　第 25 条第 1項第 14 号」に違反することになり、

　【5年以下の拘禁刑若しくは1千万円以下の罰金】

　に処され、またはこれを併科されます。「知らな

　かった」としても法律に反していれば逮捕され

　ることもあります。

問住民防災課生活交通係　☎ 585-2116

不法投棄は犯罪です

　粗大ごみを出すときは、収集日の前日（平日の午

前 8時 30 分～午後 5時 15 分）までに、品目・数量・

ごみ置場の番号を住民防災課へ連絡してください。受

付の無いものは収集しません。

4月1日水、15日水町による粗大ごみ収集日

粗大ごみ収集日とごみの出し方

問住民防災課生活交通係　☎ 585-2116

LINE での申込みが可能に！スマホで好きな時間に申込み！

■ LINE 申込みの場合

　回収日が終わった翌日から、次の回収日前の日曜日

　24時までに申し込みください。

　（回収日前の日曜日が締切）

　※町 HPからも申込可能
国見町公式 LINE ⇒


